
児童ポルノ流通防止協議会におけるブロッキング導入に向けた環境整備状況

児童ポルノ流通防止対策
専門委員会

○アドレスリストの
作成・維持・管理・提供

○統計情報の集計及び公表

選定・監督

アドレスリスト作成管理団体の業務(※2) アドレスリスト
の提供

ブロッキングの他にも
検索結果からの排除、
フィルタリングリスト
にも利用

ブロッキング
を実施するプ
ロバイダ

警察庁

情報提供元

都道府県警察の
捜査等による把握

インターネット利用者
からの通報

インターネット・

ホットライン

センター

情報提供

※１
実施主体、運営資金の拠出については未確定

※２
警察庁委託事業、 「官民連携した児童ポルノ流通防止に係る調査研究」により、

試験的に実施中

12月中旬に、児童ポルノ流通防止協議会

の構成員を主体として移行・発足予定

児童ポルノ掲載アドレスリスト作成管理団体(※1)
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